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別紙 

 

Ⅰ 「介護サービス情報の公表」制度の趣旨 

 介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者（以下「利用者」という。）

が自ら介護サービス事業者（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の２９第１項に規定する「介護サービス事業者」をいう。

以下「事業者」という。）を選択し、利用者と事業者とが契約し、サービスを利

用又は提供する制度である。 

 しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとする介護サービスの

情報の入手において、事業者と実質的に対等な関係を構築することが困難な場合

がある。利用者が適切なサービスを利用できない場合、その心身の機能が低下す

るおそれなどが考えられることから、利用者に対して、事業者に関する情報を適

切に提供する環境整備が望まれる。 

 また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容や運営状況等に

関して、利用者による適切な評価が行われ、より良い事業者が適切に選択される

ことが望まれることから、各事業者の情報を公平に提供する環境整備が望まれる。 

 介護保険制度は、このように、利用者本位による利用者のニーズにあったより

適切な事業者選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念とする

制度である。 

 「介護サービス情報の公表」制度は、このような、利用者の権利擁護、サービ

スの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、法第１１５条の２９第

１項の規定に基づいて、事業者に対し、「介護サービス情報」（介護サービスの

内容及び運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しよ

うとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保す

るために公表されることが必要なもの）の公表を義務付けるものである。 

 

Ⅱ 実施体制の整備 

 「介護サービス情報の公表」制度は、法に基づく都道府県の自治事務であり、

都道府県知事は、都道府県内の本制度の対象となる事業者（以下、「公表対象事

業者」という。）が報告する介護サービス情報の受理、調査、情報の公表等の事
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務を適確に行う体制を整備する必要がある。 

 当該事務は、都道府県知事が自ら行うほか、当該事務の効率的かつ円滑な実施

に資するため、都道府県知事が法第１１５条の３０第１項の規定に基づく指定調

査機関及び法第１１５条の３６第１項の規定に基づく指定情報公表センター（以

下「指定調査機関等」という。）を指定して行うことができることとされている。

都道府県知事が、当該指定調査機関等の指定を行うに当たっては、法令の規定に

基づくとともに、次の点に留意して適切に実施されたい。 

 また、指定調査機関が行う公表対象事業所の調査の実施に当たっては、法第１

１５条の３１の規定に基づく要件を備える者のうちから選任して実施する必要が

あるので、法令の規定に基づくとともに、次の点に留意して適切に実施されたい。 

 

１ 指定情報公表センター 

（１）基本的考え方 

 都道府県知事が行う指定情報公表センターの指定については、情報公表事

務（法第１１５条の３６第１項に規定する情報公表事務をいう。以下同じ。）

が、各都道府県において一元的に行われる必要があることを踏まえると、各

都道府県に１か所を指定することが適当と考えられる。 

 また、指定情報公表センターが行う情報公表事務は、都道府県知事の自治

事務について、都道府県知事の指定を受けて行うものであること、また、法

第１１５条の３６第３項の規定に基づき準用する法第１１５条の３０第３

項の規定に基づく情報公表事務手数料を納めさせ、その収入とすることがで

きること等を踏まえ、当該事務の実施に当たっては、公正かつ適確な情報公

表事務の実施等に留意するとともに、特に、特定の事業者に偏ることのない

中立・公正な情報公表事務が実施される必要がある。 

 

（２）指定を受ける法人の中立性・公平性の確保 

 指定情報公表センターの指定を受けようとする法人の審査に当たっては、

政令第３７条の１１の規定に基づき準用する介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号。以下「政令」という。）第３７条の３第３号及び介護保険

法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第１４
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０条の３６第２項の規定を踏まえ、法人の役員、法人の種類に応じた構成員

又は職員の構成が、情報公表事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであることを確認する必要がある。 

 具体的には、当該法人の構成員として、介護サービスを現に提供する事業

者の役員等が多くを占めるために、情報公表事務の実施に当たり、特定の公

表対象事業者の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、次のよ

うな事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うことが適当であ

る。 

ア 指定を受ける法人の役員構成等の確認 

 指定情報公表センターの指定を受ける法人の役員、法人の種類に応じた

構成員又は職員の構成について、介護サービスを現に提供する事業者の役

員、役員であった者及び職員並びに当該役員又は職員の配偶者及び３親等

以内の親族（以下、「情報公表事務の利害関係者」という。）が、当該法

人の役員、法人の種類に応じた構成員又は職員の総数の２分の１を超えて

含まれていないこと。 

 

イ 代替的措置を講ずべき旨の指導 

 アにより難い場合は、情報公表事務の利害関係者以外で、情報公表事務

に関する知識を有し、公正・中立性を確保できる者で構成され、情報公表

事務の内容を実質的に決定することができる委員会等を組織することが

必要であること。当該委員会等は、情報公表事務の実施に当たっての監事

としての役割を担うものであることから、法人の組織内において、独立性

・自己完結性の高い組織とすることが必要であること。 

 

ウ その他の留意点 

 アの要件は確保されているものの、当該法人の会員等として、介護サー

ビスを現に提供する事業者及び情報公表事務の利害関係者が２分の１以

上参加している場合は、イの委員会等を組織して、情報公表事務の公正・

中立性を確保することが望ましいこと。 
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（３）事業運営の透明性の確保 

 「介護サービス情報の公表」制度の事業運営に当たっては、介護事業者か

らの手数料を充てていることにかんがみ、事業運営の透明性を確保するとと

もに、介護事業者、利用者等関係者の「介護サービス情報の公表」制度に対

する理解を深めていただく観点から、その運営状況等については、各都道府

県のホームページ等を活用して、積極的に毎年度公表を行うことが望まし

い。 

 

２ 指定調査機関 

（１）基本的考え方 

 都道府県知事が指定調査機関の指定を行うに当たっては、調査事務（法第

１１５条の３０第１項に規定する調査事務をいう。以下同じ。）が効率的か

つ適確に行われるよう、適切に必要数を見込み指定を行う必要がある。 

 また、指定調査機関が行う調査事務は、都道府県知事の自治事務について、

都道府県知事の指定を受けて行うものであること、また、法第１１５条の３

０第３項の規定に基づく調査事務手数料を納めさせ、その収入とすることが

できること等を踏まえ、当該事務の実施に当たっては、公正かつ適確な調査

事務の実施等に留意するとともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中

立・公正な調査事務が実施される必要がある。 

 

（２）指定を受ける法人の中立性・公平性の確保 

 指定調査機関の指定を受けようとする法人の審査に当たっては、政令第３

７条の３第３号及び省令第１４０条の３６第２項の規定を踏まえ、法人の役

員、法人の種類に応じた構成員又は職員の構成が、調査事務の公正な実施に

支障を及ぼすおそれがないものであることを確認する必要がある。 

 具体的には、当該法人の構成員として、当該法人が調査を行おうとする介

護サービス（以下「調査対象サービス」という。）を現に提供する事業者の

役員等が多くを占めるために、調査事務の実施に当たり、特定の公表対象事

業者の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、次のような事項
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の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うことが適当である。 

 

ア 指定を受ける法人の役員構成等の確認 

 指定調査機関の指定を受ける法人の役員、法人の種類に応じた構成員又

は職員の構成について、調査対象サービスを現に提供する事業者の役員、

役員であった者及び職員並びに当該役員又は職員の配偶者及び３親等以

内の親族（以下、「調査事務の利害関係者」という。）が、当該法人の役

員、法人の種類に応じた構成員又は職員の総数の２分の１を超えて含まれ

ていないこと。 

 

イ 代替的措置を講ずべき旨の指導 

 アにより難い場合は、調査事務の利害関係者以外で、調査事務に関する

知識を有し、公正・中立性を確保できる者で構成され、調査事務の内容を

実質的に決定することができる委員会等を組織することが必要であるこ

と。当該委員会等は、調査事務の実施に当たっての監事としての役割を担

うものであることから、法人の組織内において、独立性・自己完結性の高

い組織とすることが必要であること。 

 

ウ その他の留意点 

 アの要件は確保されているものの、当該法人の会員等として、調査対象

サービスを現に提供する事業者及び調査事務の利害関係者が２分の１以

上参加している場合は、イの委員会等を組織して、調査事務の公正・中立

性を確保することが望ましいこと。 

 

（３）事業運営の透明性の確保 

 「介護サービス情報の公表」制度の事業運営に当たっては、介護事業者か

らの手数料を充てていることにかんがみ、事業運営の透明性を確保するとと

もに、介護事業者、利用者等関係者の「介護サービス情報の公表」制度に対

する理解を深めていただく観点から、その運営状況等については、各都道府

県のホームページ等を活用して、積極的に毎年度公表を行うことが望まし
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い。 

 

 

３ 調査員 

（１）調査員の確保 

 都道府県は、介護サービスの種類ごとの公表対象事業所数、都道府県自ら

の調査実施体制、介護サービスの種類ごとの指定調査機関数や所属調査員数

等を踏まえ、必要な調査員数を適切に見込み、必要数を計画的に養成し確保

する必要がある。 

 調査員は、政令第３７条の７第１項に規定されるとおり、都道府県知事又

はその指定する者が省令第１４０条の４１の規定に基づいて行う研修（以下

「調査員養成研修」という。）の課程を修了し、都道府県知事が作成する調

査員名簿に登録される必要がある。当該名簿には、調査員養成研修修了者の

氏名、住所及び調査員養成研修の受講の開始年月日及び修了年月日を記載す

るものとする。また、当該登録は、１つの介護サービスの種類に係る研修の

課程を修了することをもって行うものとし、他の介護サービスの種類ごとの

研修の課程を修了するごとに、当該登録内容の追加変更を行うものとする。 

 なお、介護サービスの種類ごとに行う調査員養成研修において、調査員養

成研修を修了した介護サービスが属する次の区分に属する他の介護サービ

スについても、調査員養成研修のすべての課程を修了したものとみなすこと

ができることや、①、⑤、⑦及び⑪の各区分において、それぞれ当該各区分

内に掲げるいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者については、⑨

及び⑩に掲げる介護サービスに係る講義を修了したとみなすことができる

ことに留意する。 

 また、調査員は、法第１１５条の２９第２項の規定に基づいて都道府県知

事が行う調査の場合は都道府県の職員であり、法第１１５条の３１第１項の

規定に基づいて指定調査機関が行う調査の場合は、指定調査機関の職員とな

り、個人が調査事務を行うことは想定していない。 

  

 〈区 分〉 
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① 訪問介護＋介護予防訪問介護＋夜間対応型訪問介護 

② 訪問入浴介護＋介護予防訪問入浴介護 

③ 訪問看護＋介護予防訪問看護 

④ 訪問リハビリテーション＋介護予防訪問リハビリテーション 

⑤ 通所介護＋認知症対応型通所介護＋介護予防通所介護＋介護予防認知症対

応型通所介護＋指定療養通所介護（指定居宅サービス等基準第１０５条の２に

規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。） 

⑥ 通所リハビリテーション＋介護予防通所リハビリテーション 

⑦ 特定施設入居者生活介護＋地域密着型特定施設入居者生活介護＋介護予防

特定施設入居者生活介護 

⑧ 福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋介護予防福祉用具貸与＋特定介護予防

福祉用具販売 

⑨ 小規模多機能型居宅介護＋介護予防小規模多機能型居宅介護 

⑩ 認知症対応型共同生活介護＋介護予防認知症対応型共同生活介護 

⑪ 介護老人福祉施設＋短期入所生活介護＋介護予防短期入所生活介護＋地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑫ 介護老人保健施設＋短期入所療養介護（介護老人保健施設）＋介護予防短期

入所療養介護（介護老人保健施設） 

⑬ 介護療養型医療施設＋短期入所療養介護（介護療養型医療施設）＋介護予防

短期入所療養介護（介護療養型医療施設） 

 

（２）指定調査員養成研修機関 

 都道府県知事は、調査員養成研修を自ら実施するほか、当該研修の効率的

かつ円滑な実施に資するため、その指定する者（以下「指定調査員養成研修

機関」という。）に行わせることができるものである。 

 指定調査員養成研修機関の指定に当たっては、政令第３７条の７第４項の

規定に基づくとともに、省令第１４０条の４１に規定される調査員養成研修

の目的、内容、介護サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準（平成

１８年３月３１日厚生労働省告示第２６７号。）を満たす課程等の遵守、適

切な講師の確保状況等を確認し、適切な法人を指定する必要がある。 
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Ⅲ 介護サービス情報の公表制度の実施方法等 

１ 情報の公表を行う介護サービスの種類 

 情報の公表を行う介護サービスは、省令第１４０条の２９第１項に規定され

る訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、

通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護（省令第１４

条第４号に掲げる診療所に係るものを除く。）、特定施設入居者生活介護（養

護老人ホームに係るものを除く。）、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、夜間

対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対

応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係

るものを除く。）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、居宅介護支

援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス（介

護療養型医療施設の入院患者の定員が８人以下である病院又は診療所に係る

ものを除く。）、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看

護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハ

ビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護（省

令第２２条の１４第４号に掲げる診療所に係るものを除く。）、介護予防特定

施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。）、介護予防福祉用

具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予

防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護である。ま

た、省令第１４０条の２９第２項に規定されるとおり、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看

護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び

介護予防短期入所療養介護（以下「訪問看護等」という。）のうち、法第７１

条第１項本文の規定により居宅サービスに係る法第４１条第１項本文の指定

があったものとみなされた病院等、法第７２条第１項本文の規定により居宅サ

ービスに係る法第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老

人保健施設若しくは介護療養型医療施設、又は法第１１５条の１０において準

用する法第７１条第１項本文及び法第７２条第１項本文の規定により、介護予

防サービスに係る法第５３条第１項本文の指定があったものとみなされた病
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院等、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設であって、指定があった

ものとみなされた日から起算して１年を経過しない者によって行われる訪問

看護等については、法第１１５条の２９第１項の厚生労働省令で定めるサービ

スとしない。 

 ただし、平成２１年４月１日に現に通所リハビリテーションに係る法第４１

条第１項本文又は介護予防通所リハビリテーションに係る法第５３条第１項

本文の指定を受けている病院等の開設者であって、その後において法第７１条

第１項本文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者又は法第１

１５条の１０において準用する法第７１条第１項本文の規定により指定介護

予防サービス事業者とみなされた者については、前段の省令第１４０条の２９

第２項の規定は適用しない。 

  なお、次の各区分において、二つ以上の介護サービスを一体的に運営してい

る場合には、各区分における介護サービスの公表内容の多くが共通であること

から、介護サービス事業所、指定情報公表センター及び指定調査機関の事務負

担等に配慮し、一体的に報告及び調査を実施するものとする。 

  また、この通知において、各区分において各指定居宅サービス（居宅療養管

理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定福祉用具販売を除く。）、

指定地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活

介護に限る。）、指定居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サ

ービス又は介護療養施設サービスを「主たるサービス」という。 

 

〈一体的な報告・調査を行うサービス区分（調査票様式）〉 

① 訪問介護＋介護予防訪問介護＋夜間対応型訪問介護 

② 訪問入浴介護＋介護予防訪問入浴介護 

③ 訪問看護＋介護予防訪問看護＋指定療養通所介護 

④ 訪問リハビリテーション＋介護予防訪問リハビリテーション 

⑤ 通所介護＋認知症対応型通所介護＋介護予防通所介護＋介護予防認知症対

応型通所介護＋指定療養通所介護 

⑥ 通所リハビリテーション＋介護予防通所リハビリテーション＋指定療養通

所介護 
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⑦ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋特定施設入居者生活介護（有

料老人ホーム（外部サービス利用型））＋地域密着型特定施設入居者生活介護

（有料老人ホーム）＋介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋

介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（外部サービス利用型）） 

⑧ 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋特定施設入居者生活介護（軽

費老人ホーム（外部サービス利用型））＋地域密着型特定施設入居者生活介護

（軽費老人ホーム）＋介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋

介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム（外部サービス利用型）） 

⑨ 特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅）＋特定施設入居者生活

介護（適合高齢者専用賃貸住宅（外部サービス利用型））＋地域密着型特定施

設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅）＋介護予防特定施設入居者生活

介護（適合高齢者専用賃貸住宅）＋介護予防特定施設入居者生活介護（適合高

齢者専用賃貸住宅（外部サービス利用型）） 

⑩ 福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋介護予防福祉用具販売＋特定介護予防

福祉用具販売 

⑪ 小規模多機能型居宅介護＋介護予防小規模多機能型居宅介護 

⑫ 認知症対応型共同生活介護＋介護予防認知症対応型共同生活介護 

⑬ 居宅介護支援 

⑭ 介護老人福祉施設＋短期入所生活介護＋介護予防短期入所生活介護＋地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑮ 介護老人保健施設＋短期入所療養介護（介護老人保健施設）＋介護予防短期

入所療養介護（介護老人保健施設） 

⑯ 介護療養型医療施設＋短期入所療養介護（介護療養型医療施設）＋介護予防

短期入所療養介護（介護療養型医療施設） 

 

２ 介護サービス情報の具体的内容 

 法第１１５条の２９第１項の規定に基づいて、省令第１４０条の３１に規定

する別表第１及び別表第２に掲げる項目に関する具体的内容は、それぞれ、別

添１基本情報及び別添２調査情報のとおりとし、別添１基本情報及び別添２調

査情報の記載要領は、別添３のとおりとする。 
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３ 報告に関する計画、調査事務に関する計画及び情報公表事務に関する計画の

策定 

 都道府県知事は、毎年、政令第３７条の２第１項の規定に基づく介護サービ

ス情報の報告に関する計画（以下、「報告計画」という。）を定めなければな

らない。また、指定調査機関を指定して調査事務を行わせる場合には、毎年、

政令第３７条の５第１項に規定する調査事務に関する計画（以下、「調査計画」

という。）を定めなければならない。さらに、指定情報公表センターを指定し

て情報公表事務を行わせる場合には、毎年、政令第３７条の１１第１項におい

て準用する第３７条の５第１項に規定する情報公表事務に関する計画（以下、

「情報公表計画」という。）を定めなければならない。 

 当該報告計画、調査計画及び情報公表計画の策定に当たっては、次によるも

のとする。 

（１）各計画策定の目的 

 本制度においては、都道府県知事、指定調査機関又は指定情報公表センタ

ーにおいて、各都道府県における全ての公表対象事業者が報告する介護サー

ビス情報の受理、調査、情報の公表等の事務を、毎年実施するものである。

このため、当該事務を効率的かつ円滑に行う観点から、報告計画、調査計画

及び情報公表計画を定めることとされたものである。 

 

（２）各計画の策定者 

 各計画の策定者は、都道府県知事である。なお、各計画の原案の策定を指

定情報公表センターに行わせることは差し支えない。 

 

（３）各計画の策定方法 

 報告計画、調査計画及び情報公表計画は、一体の計画（以下、「計画」と

いう。）として策定して差し支えない。 

 

（４）計画の内容 

 計画の内容は、省令第１４０条の３４、第１４０条の３８及び第１４０条
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の４６の規定を踏まえ、次のとおりとする。 

ア 計画の基準日 

 計画の基準日は、速やかな制度の施行を行う観点から、できる限り早期

の日を定めることが望ましい。 

 

イ 計画の期間 

 計画の期間は、当該計画が毎年定めるものであることを踏まえ、１年間

とすることが望ましい。 

 

ウ 報告の対象となる事業者 

 法第１１５条の２９第１項に規定されるとおり、新たに介護サービスの

提供を開始しようとする事業者については、介護サービスの提供を開始し

ようとするときに報告の対象となるとともに、同法同条同項並びに省令第

１４０条の３０第１号に規定されるとおり、計画の基準日前の１年間にお

いて、介護報酬の支払いを受けた金額が１００万円を超える事業者が報告

の対象となるものである。 

 なお、計画の基準日前の一年間において、事業者がⅢの１に定める各区

分内において、二つ以上のサービスを一体的に運営している場合には、各

区分のいずれのサービスについても介護報酬の支払いを受けた金額が１

００万円を超えない場合を除き、報告の対象となる。 

 また、当該介護報酬支払額の把握に当たっては、介護サービス事業者ご

とに、次のような情報を把握して実施することが適当と考えられるので、

各都道府県国民健康保険団体連合会と連携するなどにより、適切に実施さ

れたい。 

 ただし、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売については、

基本的に各都道府県国民健康保険団体連合会において支払い実績額を把

握していないことから、その把握については、都道府県の実情等に応じて

適切に実施されたい。 

  

① 介護サービスの種類 
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② 介護保険事業所を運営する法人等の名称 

③ 介護保険事業所番号 

④ 介護サービス事業所の名称 

⑤ 介護サービス事業所の所在地 

⑥ 介護サービス事業所の電話番号、ＦＡＸ番号 

⑦ 介護報酬支払額 

 

エ 事業者ごとの報告の提出先及び提出期限 

 事業者ごとに、調査を行う月等を勘案し、都道府県知事又は指定情報公

表センター（以下「指定情報公表センター等」という。）に対する報告の

提出期限を定める。当該提出期限は、計画の基準日以降計画の期間内にお

いて、各都道府県の実情に応じて適宜定めるものとする。 

 また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者について

は、介護サービスの提供を開始しようとするときに報告するものである

が、その提出期限については、情報公表事務を円滑に行う観点から、介護

サービスの提供を開始する日の２週間前までとする旨を定めることが適

当である。なお、介護サービスの種類ごとに、省令第１４０条の２９の規

定の施行日から２週間以内に新たに当該介護サービスの提供を開始しよ

うとする事業者等については、当該規定の施行日から１月以内を提出期限

とするなど一定の経過措置を設けることとして差し支えない。 

 

オ 介護サービス情報の報告の受理に関する事項 

 事業者ごとの報告の受理の開始時期を定めるものとする。当該開始時期

は、報告の提出期限の２週間前とすることが適当である。 

 

カ 事業者ごとの調査を行う月 

 調査の実施時期について、報告の対象となる事業者ごとに、月単位の計

画を定める。当該月は、計画の基準日以降計画の期間内において、各都道

府県の実情に応じて適宜定めるものとする。 
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キ 事業者に対し、調査を行う指定調査機関の名称 

 事業者に対する調査を行う指定調査機関の名称を記載する。 

 なお、調査を行う指定調査機関を定めるに当たっては、調査事務を公正

かつ適切に実施する観点から、当該指定調査機関の調査を受けることにつ

いて、公表対象事業者の意見を求めることが望ましい。 

 

ク 事業者ごとの公表を行う月 

 情報の公表の実施時期について、事業者ごとに、月単位の計画を定める。

当該月は、計画の基準日以降計画の期間内において、各都道府県の実情に

応じて適宜定めるものとする。 

 

ケ 指定調査機関の指定の審査に関する事項 

 公表対象事業者数、指定調査機関の調査員数等を勘案し、指定調査機関

の指定数等を定めることが望ましい。 

 

コ その他都道府県知事が必要と認める事項 

  前記アからケ以外の事項についても、都道府県において、個別に必要と

認める事項については、適宜、各都道府県の判断により計画に定めること

が適当である。 

 

（５）その他計画に定めることが適当な事項 

 以下については、必要に応じて、計画に定めることが適当である。 

ア 介護サービス情報の更新の取扱い 

 省令別表第１に係る情報の内容に変更があった場合には、事業者の報告

に基づき、速やかに公表すること。 

 

イ 是正命令をうけた事業者に係る介護サービス情報の取扱い 

 都道府県知事から、法第１１５条の２９第４項の規定に基づく報告、報

告の内容の是正又は調査を命じられた事業者に係る介護サービス情報に

ついては、都道府県知事の指示により、調査又は公表を行うこと。 
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（６）計画の通知 

 都道府県知事は、指定情報公表センター及び指定調査機関を指定している

場合であって、計画を定めたときは、指定情報公表センター及び指定調査機

関に対して、計画を通知しなければならない。 

 

（７）計画の公表 

 都道府県知事は、計画を定めたときは、利用者及び事業者に対して、計画

の内容を周知するため、これを公表しなければならないものである。 

 

 

４ 事業者による報告 

（１）報告する情報の作成時期 

 事業者が報告する介護サービス情報は、当該情報の項目ごとに特に時期を

定めるもののほか、事業者ごとの報告の提出期限前のできるだけ直近の情報

について作成するものとする。 

 

（２）報告の時期 

 事業者が介護サービス情報を報告する時期は、計画に定められた事業者に

ついては計画に定められた報告の提出期限までに行われるものである。   

介護サービスの提供を開始しようとする事業者については、介護サービスの

提供を開始しようとする日までの都道府県において計画に定める提出期限

までに行われるものである。 

 

 （３）報告の内容 

    計画の基準日前の１年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が１０

０万円を超える事業者については、省令第１４０条の３１の規定及び本通知

に基づき、別添１基本情報及び別添２調査情報を報告することとなる。 

    これら基本情報及び調査情報は、原則として、各介護サービス毎に報告す

るものであるが、Ⅲの１に定める各区分内において一体的に運営されている
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サービスの調査情報については、同一の事業者による取組であり、基本的に

全てのサービスについて共通しているという考え方を前提として、原則主た

るサービスについて報告を行い、その他のサービスについては、主たるサー

ビスの報告をもって報告を行ったものとみなす。 

 また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者については、

別添１基本情報を報告することとなる。 

 

５ 報告の受理 

 指定情報公表センター等は、事業者が報告する介護サービス情報について、

報告内容に記入漏れ等の不備がないこと等を確認して受理するとともに、当該

受理日等について、計画において適切に管理するものとする。 

 

６ 調査事務の実施 

（１）調査事務の目的 

 調査事務は、事業者が公表しようとする介護サービス情報のうち、利用者

が自ら当該情報の事実を確認することが困難な情報について、利用者保護等

の観点から、都道府県知事又は指定調査機関が、当該情報の根拠となる事実

を確認するために行うものである。 

 

（２）介護サービス情報の通知 

 指定情報公表センター等は、受理した基本情報及び調査情報について、速

やかに、調査事務を行う都道府県知事又は指定調査機関に対して通知するも

のとする。 

 

（３）調査事務の実施時期 

 指定調査機関が行う調査事務は、政令第３７条の５に規定されるとおり、

調査計画に従い、調査事務を行わなければならないものである。 

 指定調査機関は、計画に定められた事業者ごとの調査を行う月内に、適確

に調査事務を行う必要があることから、あらかじめ事業者との間で具体的な

調査日程、対応者等を定めておく必要がある。 
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（４）調査事務の方法 

ア 基本的事項 

（ア）調査の実施者 

 調査は、調査員１名以上で行うものとする。 

 

（イ）調査の内容 

 調査は、調査情報について行うものとする。なお、調査に当たっては、

予め、基本情報についても参照しておくことが望ましい。 

 

（ウ）調査の方法 

 調査は、事業者を訪問し、当該調査に関して事業者を代表する者との

面接調査の方法によって行うものとする。 

 なお、Ⅲの１に定める各区分内において、一体的に運営されているサ

ービスについては、一体的に調査を実施するものとする。 

 

イ 具体的事項 

（ア）面接調査の方法 

ａ 調査の時点及び期間 

 調査の時点は、報告日現在とする。また、過去の実績等の調査対象

期間は、報告された情報の作成日の前一年間とするものとする。 

 

ｂ 確認のための材料の調査方法に係る共通的事項 

 

① 調査は、調査情報の確認のための材料のうち、事業者が、当該材

料がある旨報告した事項について行うものとする。 

 

② Ⅲの１に定める各区分内において一体的に運営されているサー

ビスの調査情報については、同一の事業者による取組であり、基本

的に全てのサービスについて共通しているという考え方を前提と
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して、調査についても、原則報告された主たるサービスについて調

査を行い、その他のサービスについては、主たるサービスの調査を

もって調査を行ったものとみなす。 

 

 

③ 確認のための材料の調査は、事業所が提示する当該材料の事実の

有無を確認するものとする。この場合、調査員は、当該材料の内容

に関する良し悪しの評価、改善指導等を行わないものとする。 

 

④ 確認のための材料欄の記述において、「Ａ、Ｂ又はＣ」とある場

合は、Ａ、Ｂ、Ｃのうちいずれか１つが確認できればよいものとし、

「Ａ、Ｂ及びＣ」とある場合は、Ａ、Ｂ、Ｃの全てが確認できなけ

ればならないものとする。 

 

⑤ 確認のための材料のうち、利用者ごとの記録等の事実確認に当た

っては、当該記録等の原本を１件確認することで足りるものとす

る。 

 

⑥ 確認のための材料については、紙、電子媒体等の形式は問わない

ものとする。 

 

⑦ 確認のための材料に記載している「利用者又はその家族」には、

その代理人を含むものとして差し支えないものである。 

 

⑧ 調査情報に予め記載している確認のための材料の名称は、一般的

に考えられるマニュアル、実施記録等の名称を例示するものであ

り、各事業者における具体的な確認のための材料の名称は異なって

差し支えないものである。 

 

⑨ 事業計画等当該公表に係る介護サービス事業所又は施設を運営
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する法人全体の方針等に関わる確認のための材料については、介護

サービス事業所又は施設の単独の資料がなくとも、当該事業所又は

施設に係る事業計画等であることが確認できれば差し支えないも

のである。 

 

 

⑩ 会議、研修会等の実施記録の確認に当たっては、少なくとも、当

該会議等の題目、開催日、出席者及び実施内容の概要を確認するも

のとする。 

 

⑪ 各種研修については、事業者が自ら実施するもの又は外部の研修

へ参加させるものの別を問わないものである。 

 

⑫ なお、「確認のための材料」に規定しているマニュアルや規程の

有無の確認を行う面接調査において、その存在が確認されたとき

は、当該調査年度の翌年度以降は特段の事情が無い限り、あらため

て当該確認済材料の確認を行わないこととする。 

  ただし、当該事業者が報告の対象外となり、あらためて報告の対

象となった場合は、この限りでない。 

 

（イ）調査の終了 

 調査の終了時においては、調査結果について、事実誤認がないこと及

び調査結果がそのまま公表されるものであることについて事業者の同

意を得るものとする。 

 当該同意をもって、調査が終了するものとする。 

 

（５）調査事務に関する留意点 

 調査は、事業者が提示する確認のための材料を１件確認するものである

が、このことは、当該事業者は、当該１件の確認のための材料をもって、当

該１件以外の日常的な取組を説明するという仕組みである。 
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 本制度における調査は、事業者が自らの責任で公表しようとする情報の事

実確認を行うための仕組みであり、事業者の取組の良し悪しを評価する仕組

みではない。 

 事業者における日常的な取組の中では、個別の事情に応じた取組が行われ

ているものであり、すなわち、「介護サービス情報の公表」制度において定

める「確認のための材料」で評価をするものではない。 

 

（６）調査結果の報告 

 調査員は、事業者ごとの調査終了後、都道府県知事が行う調査の場合は都

道府県知事に対して、指定調査機関が行う調査の場合は、指定調査機関に対

して、速やかに基本情報及び調査情報の調査結果を提出するものとする。ま

た、調査員は当該基本情報及び調査情報の調査結果を個々に保有しないもの

とする。 

 調査を行った都道府県知事又は指定調査機関は、情報の公表を行う指定情

報公表センター等に対して、当該調査結果の報告を行う。 

 

７ 情報の公表 

（１）手続き 

 指定情報公表センター等は、計画に基づき、事業者ごとの基本情報及び調

査情報の調査結果を公表する。 

 

（２）公表の方法等 

 指定情報公表センター等が行う情報の公表方法は、次によるものとする。 

ア インターネットによる公表 

 指定情報公表センター等は、都道府県内の公表対象事業者の介護サービ

ス情報を公平に公表するとともに、極めて多くの事業者の情報の中から、

利用者が必要な情報を抽出し、適切に比較検討することを支援するため、

インターネットによる公表を行うものとする。 

 また、指定情報公表センター等は、インターネットによる公表情報が適

切に要介護高齢者等である利用者に伝わるよう、利用者の家族、地域、市
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町村（保険者）、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に対する

本制度の活用についての普及啓発に努めるものとする。 

 

イ その他の公表方法 

 指定情報公表センター等は、利用者等からの要請に応じて、紙媒体によ

る情報提供、閲覧等についても行うものとする。 

 

ウ 事業者による公表 

 事業者は、公表する介護サービス情報について、介護サービス事業所又

は施設の見やすい場所に掲示するなど、利用者等への情報提供に努めるも

のとする。 

 また、利用者等が希望する場合は、事業者は、利用者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を記した文書に、公表する介護サービス情

報を添付することが望ましい。 

 

８ 苦情等の対応 

（１）苦情対応窓口等の公表 

 都道府県知事、指定情報公表センター及び指定調査機関は、あらかじめ、

利用者、事業者等からの苦情に対応する窓口、担当者等を定め、公表するも

のとする。 

 

（２）苦情等の対応の方法 

ア 公表情報に関する苦情対応 

（ア）総合的な窓口 

 指定情報公表センター等は、事業者から報告された介護サービス情報

を公表することから、指定情報公表センター等に、当該公表情報に関す

る苦情対応の総合的な窓口を設ける必要がある。 

 

（イ）基本的な対応 

ａ 基本情報 
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 基本情報に関する苦情については、指定情報公表センター等から事

業者に対する照会等を行い、適切な説明が得られた場合は、事業者又

は指定情報公表センター等から利用者に対する説明を行うことが適

当である。また、この場合、基本情報の訂正が必要な場合は、事業者

から基本情報の訂正の報告を受けて、速やかに訂正するものとする。 

 適切な説明が得られなかった場合は、指定情報公表センターは都道

府県知事に報告し、都道府県知事が、介護保険法第１１５条の２９第

４項の規定に基づく報告の内容の是正命令等の対応について検討す

ることが適当である。 

 

ｂ 調査情報 

 調査情報に関する苦情については、指定情報公表センター等は、都

道府県の調査員又は指定調査機関を通じて事業者に対する照会、再調

査等を行い、適切な説明が得られた場合は、事業者又は指定情報公表

センター等から利用者に対する説明を行うことが適当である。また、

この場合、調査情報の訂正が必要な場合は、事業者から調査情報の訂

正の報告を受けて、速やかに訂正するものとする。 

 適切な説明が得られなかった場合は、指定情報公表センターは都道

府県知事に対して報告し、都道府県知事が、法第１１５条の２９第４

項の規定に基づく報告の内容の是正命令等の対応について検討する

ことが適当である。 

 

（ウ）苦情対応経過の記録等 

 都道府県知事、指定情報公表センター及び指定調査機関は、それぞれ、

苦情対応の経過を記録するものとする。 

 また、都道府県知事、指定情報公表センター及び指定調査機関は、苦

情対応経過の記録について、個人を特定できる情報を消除した上で、相

互に必要な情報を共有することが適当である。 

 

イ 調査結果についての同意が得られない場合 
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（ア）基本的な対応 

 調査員は、調査結果について事業者の同意が得られない場合は、都道

府県又は指定調査機関に持ち帰り、協議するものとする。 

 都道府県知事又は指定調査機関は、事業者に対する照会等を行い、事

業者の同意を得た上で、確定するものとする。また、照会等に当たって

は、必要に応じて、事業者の同意を得た上で、確認のための材料の写等

必要な書類の貸し出し等を受け、判断するものとする。 

 

（イ）指定調査機関において判断できない場合 

 指定調査機関において判断できない場合は、指定調査機関から都道府

県知事又は指定情報公表センターに協議し、再度、同様の対応を行うこ

とも可能である。 

 

（ウ）同意を得ることが困難な場合 

 （ア）及び（イ）の対応において同意を得ることが困難な場合は、指

定調査機関及び指定情報公表センターは都道府県知事に対して経過等

必要な情報を報告し、都道府県知事が、法第１１５条の２９第４項の規

定に基づく報告の内容の是正命令等の対応について検討することが適

当である。 

 

（エ）対応経過の記録等 

 都道府県知事、指定情報公表センター及び指定調査機関は、それぞれ、

当該対応の経過を記録するものとする。 

 また、都道府県知事、指定情報公表センター及び指定調査機関は、当

該対応経過の記録について、個人を特定できる情報を消除した上で、相

互に必要な情報を共有することが適当である。 

 

ウ 事業者からの調査に関する苦情 

（ア）基本的な対応 

 事業者からの調査に関する苦情については、指定調査機関、指定情報
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公表センター又は都道府県知事が、適宜適切な対応を行うものとする。 

 

（イ）苦情対応経過の記録等 

 都道府県知事、指定情報公表センター及び指定調査機関は、それぞれ、

苦情対応の経過を記録するものとする。 

 また、都道府県知事、指定情報公表センター及び指定調査機関は、苦

情対応経過の記録について、個人を特定できる情報を消除した上で、相

互に必要な情報を共有することが適当である。 

 

９ その他 

・調査情報における短期入所療養介護（介護老人保健施設）及び介護予防短期

入所療養介護（介護老人保健施設）の協力病院及び協力医療機関との連携の項

目の取扱いについて 

   省令別表第二第一の項第五号ヘ（１）において、短期入所療養介護（介護

老人保健施設）及び介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設）におけ

る協力病院及び協力歯科医療機関との連携の状況の根拠法令として介護老

人保健施設基準第三十条第一項を引用しているのは、介護老人保健施設と一

体的に運営している短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護にお

いては、介護老人保健施設と同様に協力病院及び協力医療機関との連携があ

るものと考えたものであり、短期入所療養介護（介護老人保健施設）及び介

護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設）について、新たに協力病院及

び協力医療機関との連携を図る旨の基準を規定するものではないことに留

意されたい。 


